
 

 

関税定率法等の一部を改正する法律案要綱  

 

第１  関税定率法の一部改正  

１  個人使用貨物の課税価格決定の特例の廃止  

輸 入取引 が小 売取 引の 段階 によ る貨 物等 であ って 、輸 入者 の個人

的 な使用 に供 され るものに つい て、 その課税 価格を当該 貨物 の輸 入

が 通常の 卸取 引の 段階でさ れた とし た場合の 価格とする 特例 を廃 止

する。（第四条の六関係）  

２  不当廉売関税の迂
う

回防止制度の創設  

不 当廉 売関税 の課 税の 回避 のた めに 同関 税の 対象 貨物 の品 目や 供

給 国を 変える迂回 行為 が行 われる輸 入貨 物に 対し、同 等の 割増 関税

の 課税を 可能 とす るた め所 要の 規定 を整 備す る。（第 七条 、第 八条 、

第八条の二関係）  

３  石油化学製品製造用揮発油、灯油及び軽油の基本税率化  

石 油化 学製品 製造 用揮 発油 、灯 油及 び軽 油に つい て、 改正 前の暫

定税率を基本税率として規定し、暫定税率を廃止する。（別表関係） 

 

第２  関税法の一部改正  

１  保税 蔵置場等 の業 務に 係る手 順及び体制に 関す る事項を規定 した

規則の策定の義務付け並びに業務改善命令等に係る規定の整備  

保税 蔵置場の 許可 を受 けた者等 に対し、法 令を 遵守するため に必

要な 業務の手順及 び体 制に係る規則の策定 を義 務付 けるとと もに、

当該者等に対する業務改善命令等に係る規定を整備する。（第三十四

条の二、第四十三条、第四十五条の二、第四十八条等関係）  

２  犯則調査手続のデジタル化   

刑 事訴訟 法の 改正 を踏 まえ 、関 税法 上の 犯則 調査 手続 につ いて、

電 磁的記 録提 供命 令の創設 等の 手続 のデジタ ル化に係る 規定 を整 備

する。（第百二十一条、第百二十八条、第百三十二条、第百三十六条、

第百四十一条、第百四十八条等関係）  

 

第３  関税暫定措置法の一部改正  

１  暫定税率等の適用期限の延長  

令 和八 年三月 三十 一日 に適 用期 限が 到来 する 暫定 税率 及び 特別 緊

急 関税 制度に つい て、 これ らの 適用 期限 を一 年延 長す ると とも に、

加糖調製品の暫定税率を引き下げる。（第二条、第七条の三、第七条

の四、別表第一等関係）  

２  石油化学製品製造用揮発油、灯油及び軽油の基本税率化  

石 油化 学製品 製造 用揮 発油 、灯 油及 び軽 油に つい て、 改正 前の 暫

定税率を基本税率として規定し、暫定税率を廃止する。（別表第一関

係）  

３  航空 機部 分品 等免 税制 度及 び加 工再 輸入 減税 制度 の適 用期限 の延

長  

令 和八 年三月 三十 一日 に適 用期 限の 到来 する 航空 機部 分品 等免 税



制 度及 び加工 再輸 入減 税制 度に つい て、 これ らの 適用 期限 を三 年延

長する。（第四条、第八条関係）  

 

第４  施行期日  

こ の 法 律 は 、別 段 の 定 め が あ る 場 合 を 除 き 、令 和 八 年 四 月 一 日 から

施 行 す る 。（ 附 則 第 一 条 関 係 ）  


